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◎新潟県告示第586号 

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり許可を取り消した。 

平成26年４月４日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 処分をした年月日 平成26年１月31日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  長岡ハウス株式会社 

  小片 勇 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市喜多町289－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－22）第16772号 

５ 処分の内容 建築工事業、大工工事業、内装仕上に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成26年１月31日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成26年２月10日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  佐藤工務店 

  佐藤 保壽 

３ 主たる営業所の所在地 

  佐渡市相川柴町49 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－22）第11997号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成26年２月10日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成26年２月17日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社アート技建 

  川上 修一 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市川崎町1769－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－25）第43078号 

５ 処分の内容 防水工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成26年２月17日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成26年２月18日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  中原工建 

  中原 昇 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市西蒲区松野尾79 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－22）第5335号 

５ 処分の内容 とび・土工・コンクリート工事業に係る一般建設業の許可の取消し 
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６ 処分の原因となった事実 

  平成26年２月18日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成26年２月20日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  斉藤建築 

  斉藤 定次郎 

３ 主たる営業所の所在地 

  長岡市逆谷819－２ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－22）第41997号 

５ 処分の内容 建築工事業、大工工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成26年２月20日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成26年３月５日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  有限会社大佐渡開発 

  池野 利廣 

３ 主たる営業所の所在地 

  佐渡市相川下戸村226－１ 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－25）第42263号 

５ 処分の内容 建築工事業、造園工事業に係る一般建設業の許可の一部取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成26年３月５日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成26年３月12日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  北陸暖房工業所 

  阿部 幸三 

３ 主たる営業所の所在地 

  新潟市西蒲区赤鏥306－63 

４ 許可番号 新潟県知事許可（般－22）第15976号 

５ 処分の内容 熱絶縁工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成26年２月13日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 

 

１ 処分をした年月日 平成26年３月19日 

２ 被処分者の商号、代表者の氏名 

  菅井建築 

  榎本 茂夫 

３ 主たる営業所の所在地 

  阿賀野市羽黒536 
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４ 許可番号 新潟県知事許可（般－22）第12065号 

５ 処分の内容 建築工事業に係る一般建設業の許可の取消し 

６ 処分の原因となった事実 

  平成26年３月３日付けで建設業法第12条の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第４

号に該当する。 

 


